
- 1 - 

筑西市ふるさと納税事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３７条の２及び第３１４条の７に

規定する寄附（以下「ふるさと納税」という。）を本市に対して行った者に感謝の意を表すとと

もに、本市の有する魅力を広く発信するため、特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指

定に係る基準等（平成３１年総務省告示第１７９号。以下「地場産品基準」という。）に基づき

返礼品等を贈呈する筑西市ふるさと納税事業（以下「本事業」という。）に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。 

⑴ 寄附者  本市に対してふるさと納税を行った本市の区域外に居住する者をいう。 

⑵ 返礼品等  市が寄附者に対して贈呈する商品又は役務をいう。 

⑶ 中間事業者  寄附者からの寄附に伴う返礼品等の受注、第４条第１項に規定する認定事業

者に対する返礼品等の発注等について、市長と業務委託契約を締結した者をいう。 

（事業者の認定等） 

第３条 本市の返礼品等を取り扱う事業者として認定を受けようとする者（以下「申請者」という。

）は、筑西市ふるさと納税返礼品等事業者認定申請書（様式第１号）に市長が必要と認める文書

を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、次の各号に掲げる事項によりその内容を審査

し、認定の可否を決定のうえ、筑西市ふるさと納税返礼品等事業者認定・不認定決定通知書（様

式第２号）を申請者に交付するものとする。 

⑴ 申請者が市税の滞納をしていないこと。 

⑵ 申請者が筑西市暴力団排除条例（平成２４年市条例第１号）第２条第１号から第３号までに

掲げるものでないこと。 

⑶ 申請者による返礼品等が地場産品基準に適合すること。 

⑷ 申請者が本市の区域内において製造、加工、栽培、販売、営業等を行っていること。 

⑸ 申請者が返礼品等に係る法令等を順守していること。 

３ 前項の規定により認定した期間の満了日は、前項の規定による認定決定通知書を交付した日の

属する年度の末日までとする。ただし、当該認定が満了する日の１月前までに認定事業者から認

定の取下げ又は認定内容の変更の申出がない場合は、当該認定の期間を１年間更新するものとし、
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以後もまた同様とする。 

（認定内容の変更等） 

第４条 前条第２項の規定による認定決定通知書の交付を受けた申請者（以下「認定事業者」とい

う。）は、当該認定の内容を変更しようとするとき又は当該認定を取り下げようとするときは、

当該変更しようとする日又は取り下げようとする日の１４日前までに筑西市ふるさと納税返礼品

等事業者認定内容変更・取下げ申請書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、筑西市ふるさ

と納税返礼品等事業者認定内容変更・取下げ決定通知書（様式第４号）を当該認定事業者に交付

するものとする。 

（認定の取消し等） 

第５条 市長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができ

る。 

⑴ 認定事業者から認定を取り消したい旨の申出があったとき。 

⑵ 第３条第２項各号に掲げる事項に該当しなくなったと認めるとき。 

⑶ 食品を返礼品として提供する者であって、食品表示法（平成２５年法律第７０号）の定めに

違反すると認めるとき。 

⑷ 市が行う前２号に掲げる場合における調査又は確認に応じなかったとき。 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、社会通念上、認定事業者として不適当と認める事由があったと

き。 

２ 市長は、前項の規定による認定の取消しに係るものその他認定事業者に第３条第２項各号に掲

げる事項に反するとみなす事由があったときは、当該認定事業者又はその事業所等について、立

入り調査等の調査又は検査を行うことができる。 

（寄附申込み等） 

第６条 本市のふるさと納税に係る寄附を行おうとする者は、市長が別に定める手続により申し込

むものとする。 

（返礼品等の贈呈） 

第７条 市長は、前条の規定による申込みを受けたときは、原則として、寄附者に対し、寄附金額

に応じた返礼品等を贈呈するものとする。ただし、寄附者が返礼品等の受贈を希望しない場合は、

この限りでない。 

２ 市長は、前項の規定による返礼品等の贈呈業務を当該寄附者の意思に応じた認定事業者に行わ

せることができる。 
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（請求等） 

第８条 前条第２項の規定による返礼品等の贈呈業務を行った認定事業者は、当該業務が完了した

日の属する月の翌月の１０日までに業務が完了したことが確認できる書類を添え、当該贈呈した

返礼品の価額に相当する額について市長に請求するものとする。ただし、中間事業者を介する返

礼品等の送付を行った場合は、この限りでない。 

２ 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに、当該請求を受けた額を支払うもの

とする。 

（損害賠償等） 

第９条 認定事業者は、第７条第２項の規定による返礼品等の贈呈において、次に掲げる事由が生

じた場合は、遅滞なく市長に報告し、その指示を受けるとともに、必要に応じ、市、寄附者又は

第三者に生じた損害賠償、訴訟費用その他の費用を負担しなければならない。 

⑴ 返礼品等の品質、流通及び提供等における不備、事故等があったとき。 

⑵ 認定事業者に地場産品基準に係る違反、食品表示法その他の法令に係る違反があったとき。 

（委託） 

第１０条 市長は、本事業の一部について、当該業務等を適正に執行することができると認める者

に委託することができる。 

（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

 

（施行期日） 

１ この告示は、令和７年４月１日（以下「施行の日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日前になされた次の各号に掲げる事項は、当該事項の区分に応じ、当該各号

に定めるこの告示の施行後の当該規定によりなされたものとみなす。 

⑴ 事業者認定の申請  第３条第１項の規定による事業者認定の申請 

⑵ 事業者認定の決定  第３条第２項の規定による事業者認定の決定 

⑶ 認定事業者に係る認定内容の変更申請  第４条第１項の規定による認定事業者に係る認定

内容の変更申請 

⑷ 認定事業者に係る認定内容の変更決定  第４条第２項の規定による認定事業者に係る認定
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内容の変更決定 
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様式第１号（第３条関係） 

筑西市ふるさと納税返礼品等事業者認定申請書 

年  月  日 

 

筑西市長  様  

 

（申請者）所 在 地   

事業者名   

代表者名         印 

 

ふるさと納税に係る返礼品等事業者の認定を受けたいので、筑西市ふるさと納税事業実施要

綱第３条第１項の規定により、次のとおり申請します。 

担 当 者 
部署名  

氏 名  

連 絡 先 

電 話  

ＦＡＸ  

メール  

ＵＲＬ  

添付書類 

□ 会社案内やパンフレット等 

□ 返礼品等に係る資料（商品名や使用素材、産地等が明記されているもの） 

□ 許認可の必要な業種の場合、許可証の写し 

申請に当たっては、次の事項について誓約します。（以下の内容を確認のうえ、□欄にレ点

を記入し、又は当該欄を黒く塗ってください。） 

□ 国が定める地場産品基準を順守すること。 

□ 個人情報の取扱いは、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び筑西

市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年市条例第３号）の規定を順守すること。 

□ 審査において、市が事業者の納税状況を確認することについて同意すること。 

□ 筑西市暴力団排除条例第２条第１号から第３号までに掲げるものでないこと。 

□ 返礼品等の品質、流通、提供等において不備、事故等があったとき及び地場産品基準、食

品表示法その他の法令等に係る違反があったときは、事業者が一切の責任を負うこと。 

□ 寄附者から返礼品等の品質等に係る苦情等があったときは、真摯に対応し、その解決に努

めること。 
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様式第２号（第３条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

（申請者） 

     様 

 

筑西市長  印 

 

 

筑西市ふるさと納税返礼品等事業者認定・不認定決定通知書 

 

 

    年  月  日 付であった筑西市ふるさと納税返礼品等事業者の申請について、 

 認定 ・ 不認定 とすることと決定したので、筑西市ふるさと納税事業実施要綱第３条第２項

の規定により、次のとおり通知します。 

 

□ 認定に関する事項  

認定期間 年  月  日から    年  月  日まで 

備  考  

注） 上記認定期間の満了する日の１月前までに取下げの申出等がない場合は、当該認定期間を

１年間延長します。（以後の年においても同様です。） 

 

□ 不認定に関する事項  

理  由  

備  考  
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様式第３号（第４条関係） 

筑西市ふるさと納税返礼品等事業者認定内容変更・取下げ申請書 

 年  月  日 

筑西市長  様 

 

（認定事業者）所 在 地   

事業者名   

代表者名         印 

 

    年  月  日付第   号であった筑西市ふるさと納税返礼品等事業者認定につ

いて、次のとおり 認定内容の変更 ・ 認定の取下げ をしたいので、筑西市ふるさと納税

事業実施要綱第４条第１項の規定により、次のとおり申請します。 

□ 認定内容の変更 

変更をする理由  

変更をする事項  

 

変 更 前  

 

変 更 後  

□ 認定の取下げ 

取り下げる理由  

備  考  
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様式第４号（第４条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

（認定事業者） 

       様 

 

筑西市長  印 

 

 

筑西市ふるさと納税返礼品等事業者認定内容変更・取下げ決定通知書 

 

 

    年  月  日付であった筑西市ふるさと納税返礼品等事業者認定の 

 内容変更 ・ 取下げ 申請について、次のとおり決定したので、筑西市ふるさと納税事業実施

要綱第４条第２項の規定により通知します。 
 

□ 認定内容の変更結果に関する事項 

変 更 前  

変 更 後  

変更後の認定期間 年  月  日 から    年  月  日まで 

備  考  

注） 上記認定期間の満了する日の１月前までに取下げの申出等がない場合は、当該認定期間を

１年間延長します。（以後の年においても同様です。） 

 

□ 認定の取下げに関する事項 

認定取下日 年  月  日 

備  考  

 


